	（子育て支援の基準）

第二条　条例第三条第三項に規定する規則で定める留意事項は、次のとおりとする。
　一～三（略）
（職員の配置及び資格の基準）
第三条（略）

２　条例第四条に規定する規則で定める職員資格の基準は、次のとおりとする。
一　満三歳未満の子どもの保育に従事する職員は、保育士（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第十八条の二十九に規定する地域限定保育士を含む。以下同じ。）の資格を有する者であること。
二（略）
３・４（略）

（教育及び保育の内容）

第五条　条例第六条に規定する規則で定める指針は、保育所保育指針（平成二十九年三月厚生労働省告示第百十七号）とする。
２　条例第六条に規定する規則に定める教育及び保育の事項及び内容は、次の表に掲げるとおりとする。
六（略）
五　日々の教育及び保育の指導における留意点
一～四（略）

事項

（略）

認定こども園における日々の教育及び保育の指導に際しては、次のイからリまでに掲げる点に留意すること。
イ～ト（略）
チ　職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法第三十三条の十第一項各号（幼稚園型認定こども園にあっては、学校教育法第二十八条第二項において準用する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二十七条の二第一項各号）に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならないこと。
リ（略）

（略）

内容


	改　正　案

	（子育て支援の基準）

第二条　条例三条第三項に規定する規則で定める留意事項は、次のとおりとする。
　一～三（略）
（職員の配置及び資格の基準）
第三条（略）

２　条例第四条に規定する規則で定める職員資格の基準は、次のとおりとする。

一　満三歳未満の子どもの保育に従事する職員は、保育士の資格を有する者であること。
二（略）

３・４（略）

（教育及び保育の内容）

第五条　条例第六条に規定する規則で定める指針は、保育所保育指針（平成二十年三月厚生労働省告示第百四十一号）とする。
２　条例第六条に規定する規則に定める教育及び保育の事項及び内容は、次の表に掲げるとおりとする。
六（略）
五　日々の教育及び保育の指導における留意点
一～四（略）

事項

（略）

認定こども園における日々の教育及び保育の指導に際しては、次のイからリまでに掲げる点に留意すること。

イ～ト（略）
チ　職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならないこと。
リ（略）

（略）

内容


	現　行


福岡県認定こども園の認定要件に関する条例施行規則（平成十八年福岡県規則第七十七号）
新旧対照表

　
